
 
議案第１６号  

 

藤沢市図書館協議会委員の任命について 

次の者を藤沢市図書館協議会委員に任命する。 

２０２４年（令和６年）５月１６日提出 

                       藤沢市教育委員会 

                        教育長 岩 本 將 宏    
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学校 

教育 

関係者 

新任 任命 鵠洋小学校教頭 

 

２ 任期  

  ２０２４年(令和６年)５月１６日から２０２４年(令和６年)８月３１日まで 

 

 

 

提案理由  

 この議案を提出したのは、２０２４年（令和６年）３月３１日付けの退職に伴い

藤沢市図書館協議会委員が退任となるため、図書館法第１５条及び藤沢市図書館に

関する条例第５条の規定により新たな委員を任命する必要による。 

 

 



 
 

参 考 

 図書館法 抜粋  

 （図書館協議会） 

第１４条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。 

２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の

行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。 

第１５条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員

会が任命する。 

 

 藤沢市図書館に関する条例 抜粋  

 （図書館協議会の設置） 

第５条 図書館に藤沢市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。 

２ 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活

動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。 

３ 協議会の委員の定数は、７人とする。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任することができる。 

５ 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 


